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２．林業経営体の収益性向上の取組

生産する素材の用途別割合、販売先や、何にコス

トをかけるかなど、経営全体として収益をどう確保

するかに関する戦略的な取組が重要であり、それぞ

れの林業経営体に係る森林の状況、マーケットの動

向等を見ながら取組を行っていくことが期待される。

本節では、林業経営体が取り組むべき販売強化や

生産・育林コストの低減方策について、事例を交え

つつ記述する。

（１）販売強化の取組

売上げは販売量と単価のかけ算であり、両者の最

大化を図ることが重要である。

近年の我が国の木材需要は、大型の製材工場や合

板工場を中心に、並材の需要が中心となってきてお

り、輸入材・製品や他の資材との競争があるため、

過去の価格のピーク時のような高い丸太価格は見込

めない。こうした中、供給量の変動の大きい原木を

安定供給することにより、取引価格の安定化を図っ

ていくことが一つの方向性である。

一方、需要先ごとの注文材等の細やかなニーズへ

の対応等により付加価値を創出する販売を行う取組

も有効となる。また、木材の販売以外に収入源を持

つことで経営を安定させる取組もみられる。

（ア）安定供給による売上向上

（安定供給による単価の向上・安定化）

原木の年間消費量が数万㎥又は10万㎥を超える

大型の製材・合板工場等の整備が進み、また木質バ

イオマス発電等によるエネルギー利用が拡大してい

る。このような大型の工場や発電所は、安定的に原

木を確保する必要があることから、大きな需要が生

まれている。

こうした中、複数の林業経営体が連携することな

どにより安定供給を実現することで木材加工業者等

との間に協定を締結し、原木を販売する動きが広

がっている。このような協定においては、素材生産

業者等が協定に基づき、一定の規格で一定の数量の

原木を、年間を通じて安定的に工場等に直送してい

くこととなる。販売価格についても、数箇月など一

定期間は固定し、急激な価格変動が生じないように

している。林業経営体と木材加工業者の双方で、原

宮崎県森林組合連合会による原木の安定供給事例 特－1

宮崎県森林組合連合会は、平成26（2014）年から年間約30万㎥の原木を消費する大型製材工場が県内に稼働
することを受け、販売体制を強化するため、平成25（2013）年に宮崎県素材生産事業協同組合、宮崎県木材協
同組合連合会と、原木の安定供給に関する協議会を設立した。
協議会では、県内の素材生産事業者、原木市場等と定期的に意見交換を行い、連携・協力を強めるとともに、

工場と定期的に協議を行い、必要な原木の規格（長さや径等）を把握し、それを集荷に反映することで、工場に
対して原木の安定供給を実現している。
また、宮崎県森林組合連合会は、細

ほそ

島
しま

木材流通センターを開設し、製材工場の稼働に合わせて本格稼働させて
いる。その目的は、県内の原木を取りまとめ、
製材工場への搬入を一本化して安定供給を実
現し、価格交渉力を持つことである。また、
これにより、県内の既存製材工場への原木供
給を滞らせないよう調整することも狙いとし
ている。
当該工場以外も含めた連合会の販売量は増

加しており、平成30（2018）年の販売量は国
内最大規模の106万㎥となり、宮崎県の山元
立木価格は、工場稼働後の平成28（2016）年
に大きく上昇し、全国トップクラスになって
いる。

地域別山元立木価格（スギ）の推移
資料：一般財団法人日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調べ」
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木の取扱量と価格が安定し、直送により流通コスト

を低減できるなどのメリットがある取組となってい

る。

また、複数の林業経営体が連携して販売量をまと

めることにより、価格交渉力が高まるケースもある。

具体的には、森林組合連合会や協同組合等が連携す

る例のほか（事例 特－１）、川中の原木市場等の流

通事業者が中心となる場合もある＊16。

（仕分けによる販売単価向上）

丸太は、一般に建築用の製材に利用されるものが

比較的高価格だが、主伐・間伐の際に山から生産さ

れる多様な丸太は、曲りや腐れの有無、色といった

品質、太さ等によって、建築、土木、梱包、ラミナ

等の製材、合板、パルプチップ用、燃料用等の需要

先があり、用途によって求められる長さも異なる。

林業経営者や安定供給の取りまとめ役が需要先ご

とのニーズを把握し、生産を担う現場に伝えていく

ことで、販売先ごとのニーズに応じた採材が可能と

なり、また、それを販売先ごとに仕分けて販売する

ことで、丸太の価値を高めることが可能となる。

＊16 原木の安定供給体制については、第Ⅲ章第３節（２）200-201ページを参照。
＊17 立木を伐倒し、玉切り（造材）した際に、一番根元に近い部分を一番玉と言い、上の方に向かって二番玉、三番玉と呼ぶ。

新たな需要を開拓していくことも重要である。例

えば平成14（2002）年頃から技術の進展により合

板用に曲がり材・小径木等の間伐材の利用が可能と

なり、合板工場へ安定供給することで国産材利用が

広がった。また、近年は製紙用にも使われなかった

部位が燃料用として使用され、大きな需要が生み出

されている。このため、立木の樹幹の一番玉、二番

玉＊17等の製材・合板用の素材だけでなく、末木枝

条や根株等のそれまで利用できなかった部材を燃料

用に販売することなどで、立木１本の販売価値を高

めることができるようになってきている。

用途別の仕分けは、川上側が取りまとめ役となる

場合は、山土場で需要先に応じた選別を行い、山土

場から工場へ直送する形が一例である。森林組合連

合会等の取りまとめ役が価格交渉等を担うことにな

るが、取りまとめ役側から木材産業側に新たな規格

を提案し、販売単価向上に結びつけた例がある（事

例 特－２）。また、中国での需要を開拓し、大径材

を輸出に仕向けている森林組合で構成される協議会

も存在する。

青森県森林組合連合会による直送販売事例 特－2

青森県森林組合連合会は、平成19（2007）年度に、３か所の木材流通センターに直送販売の地域の拠点とし
ての役割を持たせ、大部分を占める並材については直送による協定販売に転換した。
その後、連合会は、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材としていた原木の格付けについて、集成材のラミナ工場に対し、ラミナ

積層の外側の層に求められる品質の丸太を選別してＢ１規格として提案し、受け入れられたことで、他の合板等
に用いられるＢ材よりも500～1,000円高い価格で取引を可能としている。また、製材工場に対しても、原木
供給が逼迫する時期にはＢ１規格の材を販売しており、バッファーの役割も担っている。
さらに営業担当が製材工場を中心に各地を回り販路を確保するとともに、連合会で需要先と素材生産現場の情

報を取りまとめている。素材生産業者との信頼関係も
構築し、買取りに際しては製材向けの採材を基本的に
3.65ｍと指示している。
このような取組の結果、丸太を連合会に供給するの

は傘下の森林組合12組合と民間の素材生産業者の大
半にのぼり、協定による直送先は50社、遠くは西日
本にまで及んでいる。
注： 一般財団法人日本木材総合情報センター「木材サプライチェーンマ

ネージメントの先進的な事例調査報告書」（令和２（2020）年）、遠
藤日雄ほか （2019） 丸太価値最大化を考える「もったいない」の
ビジネス化戦略 , 全国林業改良普及協会 : 76-89.

西日本向けの船積み
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令和２（2020）年５月28日に成立した「森林組

合法の一部を改正する法律＊18」（令和３（2021）年

４月１日施行）により、これまで推進してきた合併

に加え、販売部門等の事業ごとの連携も可能となっ

た。販売が得意な森林組合もあれば、生産が得意な

森林組合もあり、得意分野を活かし連携することで、

多様なニーズに対応するなど、森林組合のマーケ

ティング機能が強化されることが期待される＊19。

原木市場が取りまとめ役となる場合は、従来の市

場の集荷機能を活用し、優良材の競り売りや中小製

材工場等のきめ細かい供給に対応するとともに、新

たに商流と物流を分離し、市場土場を経由せず並材

を山土場から直送する取組等も拡大している。

製材用と合板や燃料用の木材の価格差が縮まる

中、仕分け土場の確保や仕分けの手間とコストを考

慮して、原木を、受け入れる品質の幅が広い合板や

燃料用材として一括して販売する林業経営体もある

が、仕分けは売上げを向上させる手段ともなる。地

域の需要、流通構造を見ながら、販売先の開拓や効

率的な生産、集材、運材を行うことが重要である。

（イ）多様な木材の販売

（役物等の販売）

木造住宅でも柱を表に出さない大壁工法が普及

し、役物の需要は減っているが、中小規模の工務店

や大工の中には、木材を「現
あらわ

し＊20」で使うなどの意

匠性の高い木造住宅の建築を続けている者もおり、

原木市場でも優良材は高値で取引されている。この

ような需要に向けて、枝打ちを行い、優良材生産や

長伐期施業を続けていく選択肢もある。この場合で

も、販路を確保するため、自ら需要先と結びつくこ

との重要性が増している。

例えば、林家による林業研究グループである額田

林業クラブ（愛知県岡
おか

崎
ざき

市）は、ヒノキの無節優良材

生産を目指し枝打ちを行ってきた。近年の役物の需

要減少に伴い、地域の林業事業体、製材所、木材会

＊18 「森林組合法の一部を改正する法律」（令和２年法律第35号）
＊19 森林組合法の改正については、第Ⅱ章第１節（２）125-127ページを参照。
＊20 構造材等に用いられる木材を壁等で隠さず、利用者に見える形で用いる方法。
＊21 一般社団法人全国林業改良普及協会編 （2021） 地域の担い手を育てる林研活動情報集: 第１部40-43.
＊22 一般社団法人JBN、全国工務店協会「木造住宅における木材の使用状況に関する調査」（平成28（2016）年）
＊23 産地が見える形での木材供給の取組については、「令和元年度森林及び林業の動向」特集第４節（１）34ページを参照。

社等と連携して内装材の生産・販売に取り組み、新

たな販路を確保している＊21。

また、森林所有者から大工、工務店等の住宅生産

者までの関係者が一体となって家づくりを行う「顔

の見える木材での家づくり」の取組は、令和元

（2019）年度には全国で543団体、供給戸数は

17,642戸となっている。木造戸建注文住宅の約５

割の13万戸は、年間受注戸数が50戸以下の中小の

大工や工務店が供給しているが、一般社団法人

JBN、全国工務店協会等が平成27（2015）年度に

行った調査によれば、中小規模の大工や工務店は、

大手住宅メーカーに比べ国産材を使用する割合も高

く、森林所有者、製材所、設計者等との連携に取り

組んでいる、又は取り組みたいという企業割合も９

割と高い＊22。そのため、特に中小規模の林業経営体

は、このような中小の大工、工務店等との連携に取

り組んでいくことが重要と考えられる。

例えば「熊本の山の木で家をつくる会」（熊本県

熊本市）は、林家、製材所及び工務店（設計者）でネッ

トワークをつくり、家づくりを進めており、伝統的

な住宅工法で建築する住宅に合わせて、一般的な住

宅では使われない長さの木材を伐り出すことで、ス

ギ２万円/㎥、ヒノキ３万円/㎥の価格を実現してい

る。

さらに、大手建築会社や家具製造業者等が様々な

地域の林業経営体と結びつき、中高層建築物の建設

や家具の製造を行うなど、住宅以外でも、様々な連

携により産地が見える形での木材の供給が行われて

いる＊23（事例 特－３）。

（様々な木材利用への対応・開拓）

木材は様々な用途への利用が可能であり、製材、

合板、チップ以外のニッチな需要が存在する。この

ニーズを掴み、需要者の要望に対応することで、高

単価で販売できる可能性がある。経営の規模により

出荷できる量は異なるが、小規模の林業経営体で
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あっても、小回りが効き、大量生産に向かない細か

な需要に対応した生産が行いやすいと考えられる。

例えば、年間８万５千㎥の素材を生産する千歳林

業株式会社（北海道倶
くっちゃん

知安町
ちょう

）は、多樹種・多規格の

生産を行っている。特に、土木工事に使われる杭材

は、直材である必要があり、必要な支持力により長

さ、太さが変わるため非常に種類が多い。注文に応

じ生産を行っており、生産の手間はかかるが、特殊

な規格であるため高価格での販売が可能となってい

る。

速水林業（三重県紀
き

北
ほく

町
ちょう

）は、カキの養殖筏
いかだ

用の木

材の生産、販売を行っている。全国的に若齢級の森

林が比較的少ない中で、細い丸太を12ｍ程度の長

さで搬出できる優位性があり、三重県内に加え、中

国・九州地方へ販売している。

また、商品を開発し、新しい需要を開拓している

林業経営体も存在する。例えば、株式会社東京チェ

ンソーズ（東京都檜
ひの

原
はら

村
むら

）は、１本の木の価値を最大

化するため、製材として使えない部分も含めて樹木

を丸ごと使うことを目指し、様々な商品を開発し販

売している。例えば製材としては使えない枝や梢の

部分も、おもちゃや雑貨等での販売や商業施設等で

のディスプレイでの活用をしている（資料 特１－

17）。

（広葉樹材の販売と持続的な生産）

人工林の高齢級化が進む中で、混在する広葉樹も

成長し、製材用材として利用可能なものも増えてい

る。また、広葉樹材の輸入の減少により、需要サイ

ドからも、家具やフローリング用として国産広葉樹

を使いたいとの要望が高まっている。チップ用と考

えられていた広葉樹から製材用材に使用可能なもの

を選別して出荷することで、チップ用よりも高価格

での販売が可能となる。

岐阜県飛
ひ

騨
だ

市は、森林面積の７割がブナ、ミズナ

ラ等の天然林となっており、「広葉樹のまちづくり」

を目指している。令和２（2020）年６月には、川上・

川中の事業者に加え、建築業者、木製品製造者等が

参加する「飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアム」

を設立し、小径木広葉樹を市内で加工し、価値を高

めようとしている。これにより、これまでチップ材

として市外に流れていた広葉樹の価値を高め地域に

還元するとともに、間伐により広葉樹を持続的に生

北山丸太と京都の文化で和の空間を創出事例 特－3

京都府の北
きた

山
やま

地域は、古くから北山杉の磨き丸太生産地として有名だが、近年では、和室建築の減少に伴う北
山丸太の需要減少と価格下落が問題となっていた。そのため、地域の関係者が連携し、北山丸太の新たな使い道
として、リノベーションのニーズに応える内装材として提案するプロジェクトを行っている。
このプロジェクトでは、磨き丸太の生産業者や加工業者の組合を始め、地域工務店、空間デザインの設計者、

デザイナー、伝統工芸品制作業者が連携し、林業・木材産業の経営コンサルタント会社である株式会社古川ちい
きの総合研究所が、コーディネートと運営を担っている。北山丸太の新商品開発に加え、京唐紙など京都の伝統
工芸品とセットにした総合的空間をデザインするなど、新しさと伝統の両面を持つ和の空間として提案している。
さらに、試作した事例を展示して北山林業のストー
リーと共に伝える発表会や、消費者を北山丸太の産地
に案内して五感でストーリーを体感してもらうツアー
を開催し、北山林業ファンの創出と製品購入への導線
づくりにも取り組んだ。
地域材としての特色を重んじ、かつ時代に即した高

付加価値製品を考案したことにより、北山丸太の新た
な市場の開拓や、林業事業者の誇りの復活につながっ
ている。
資料： 一般社団法人全国木材組合連合会「令和元年度　顔の見える木材

での快適空間づくり事業実施報告書」
北山丸太を使用したオフィス例
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産していくことを狙っている（資料 特１－18）。

また、宮崎県諸
もろ

塚
つか

村
そん

は、土壌や地形等を考慮し、

戦後の拡大造林期に針葉樹だけでなく、原木しいた

けのほだ木となる広葉樹の植林も進めたことによ

り、現在、村の広葉樹資源が、ほだ木に加え、家具

メーカー等で用いられている。

（ウ）収入の多様化による経営安定

小規模の経営体は、売上げが小さく、林業のみを

収入とすると、市況の影響を受けやすく収入を安定

させることが難しい場合がある。一方、立地や環境

を活かした農業等の他の生業と兼業し、複合経営を

行うことで、収入の安定化を図ることも可能である。

例えば菊池林業（愛媛県西
せい

予
よ

市）は、約28haの森

林と約２haのみかん畑での複合経営を行っている。

林業では、約400m/haの路網を整備し、原木市場

や製材工場のニーズに合わせて搬出間伐を行うこと

＊24 林野庁 （2020） 「森林資源を活用した新たな山村活性化に向けた調査検討事業」報告書（参考資料）「森林サービス産業」先進事例
集: 10.

で、木材の単価を向上させ、売上げを確保している。

さらに、みかんの売上げが下がれば間伐をして木材

を出荷し、逆にみかんの安定した売上げが出せれば

枝打ちや除伐等の施業を行うとしており、兼業によ

り安定的な収入を実現している。

また、森林のレクリエーション的利用等、森林を

様々な形で活用し収入を安定させる経営体も存在す

る。例えば辻村農園・山林（神奈川県小
お

田
だ

原
わら

市）は、

株式会社T-Forestryを設立し、約70haの所有林の

一部においてアウトドアパークやマウンテンバイク

のコース、約300年生のスギや大正時代の水力発

電跡など地域の歴史を体感できる散策路の整備を行

い、安定的な収入に結びつけている＊24（資料 特１

－19）。

農業や森林活用以外にも、平日に林業を行い週末

はカフェ営業を行う者や、アウトドアのガイドを行

枝等を用いた商品資料 特1－17

木のおもちゃ（ビー玉転がし）

キャンドルホルダー

（写真提供：株式会社東京チェンソーズ）

広葉樹材利用の取組例資料 特1－18

飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアムの立ち上げ

森林の利用例資料 特1－19

林内に開設したマウンテンバイクのコース
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い主に秋の閑散期に林業を行う者等、多種多様な複

合経営が行われている。

（２）木材生産・育林コスト低減の取組

木材の販売単価の向上は需要の動向に左右される

面があり、並材の単価向上には限界がある中で、収

益性を確保するためには、経営体自らが主体的に取

り組める生産・育林コストの低減は重要である。海

外に比べるとコストが割高という報告もあり、効率

化が求められている。

（ア）生産・流通コストの低減

（丸太価格に占める高い生産・流通コスト）

丸太価格に占めるコストを、日本と比較的類似し

た地形や森林所有規模等の条件を有するオーストリ

アと比較すると、日本の伐出、運材、流通のコスト

はいずれも割高であり、山元立木価格を押し下げる

原因となっている（資料 特１－20）。

オーストリアでは、日本と同様に山岳地域には急

峻
しゅん

な地形が多いが＊25、高い路網密度を達成し、大型

の林業機械を用いた生産性の高い作業システムが導

入されている。そのため、労働者１人が１日で生産

する丸太の量は車両系の作業システムで30～60㎥

/人日、架線系で７～43㎥/人日と、高い生産性を

有している＊26。

一方、我が国においては、施業の集約化や高性能

林業機械の導入等により生産性は徐々に向上してい

るものの、平成30（2018）年においても間伐で約

４㎥/人日、主伐で約７㎥/人日である（資料 特１

－21）。

（生産性の目標）

素材生産の生産性については、地形・地質等の地

況や、樹種・蓄積・樹高・直径等の林況等の諸条件

の影響を大きく受けるもので単純に比較できるもの

ではないが、個々の事業体で施業地の状況を見定め

ながら目標を定め、向上させていくことが重要であ

る。このような中で、いわゆる意欲と能力のある林

業経営者への集積・集約化を進めていく「森林経営

＊25 久保山裕史 （2013） オーストリアの林業・林産業における近年の変化－日本との比較を通じて－. 森林科学, 68: 9-12.
＊26 林野庁「諸外国における森林の小規模分散構造に対応した林業経営システムに関する調査」（平成20（2008）年３月）
＊27 「森林経営管理法」（平成30年法律第35号）
＊28 「森林経営管理法の運用について」（平成30（2018）年12月21日付け30林整計第713号林野庁長官通知）

管理法＊27」の運用においては、その担い手となり得

る林業経営者の要件として、経営管理を効率的かつ

安定的に行う能力を有すると認められることを定め

ている。具体的には、生産性については、５年間で

約２割以上又は３年間で約１割以上向上させること

を目標として有していることとしている。ただし、

生産性の実績が、間伐８㎥/人日、主伐11㎥/人日

を目安として一定の水準以上の場合は、当該実績以

上の目標を有していることとしている＊28。このよう

に、林野庁は、個別の施策段階においても生産性の

丸太価格にかかるコスト比較資料 特1－20

注１：伐出コストは山土場までのコスト。運材コストは山土場
から原木市場までの運賃（オーストリアは直送による木
材加工工場までの運賃）。流通コストは市場経費を含む
原木市場から木材加工工場までの運賃（オーストリアは
工場側手数料のみ）。

　２：130円/ユーロで試算。
資料：国立研究開発法人森林研究・整備機構
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林業経営体の生産性資料 特1－21

　注：「素材生産した経営体」は、立木を購入し、素材生産し
た民間事業体、森林組合等。

資料：林野庁「森林組合統計」、林野庁業務資料（アンケート調
査による）

（㎥/人日）

（年度） （年）H26 H27 H28 H29 H30

3

2

4

5

6

7

8

［森林組合］

主伐生産性 間伐生産性

5.95
6.29

6.93 6.66
7.22

3.38
4.07 4.24 4.15 4.35

（㎥/人日）

H26 H27 H28 H29 H30

3

2

4

5

6

7

8

［素材生産した経営体］

主伐生産性 間伐生産性

6.25
6.67

7.14
6.67

7.14

4.17 4.00 3.85 4.17 4.17
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向上を意識した制度運用を行っている。様々な施策

により、我が国林業全体の生産性向上が期待される。

なお、この生産性の向上は個別の生産工程や特定

の作業現場において一時的に達成されるべき目標で

はなく、準備や片付け、待機、移動等の間接作業も

含めた工程全体として、また、年間の事業量全体と

して達成されるべき目標値である。したがって、４

人のオペレーターで構成される作業システムであれ

ば、１年間の稼働日数を210日とした場合、6,700

～9,200㎥程度が事業量のおおまかな目安となる。

（高性能林業機械の効率的活用）

高性能林業機械を導入することで作業システム当

たりの林業従事者を減らすことができ、生産性の向

上が期待される（事例 特－４）。我が国において高

＊29 フォワーダは、木材をつかんで持ち上げ、荷台に搭載して運搬する機能を備えた車両。プロセッサは、木材の枝を除去し、長さ
を測定して切断し、切断した木材を集積する作業を連続して行う機能を備えた車両。ハーベスタは、立木を伐倒し、枝を除去し、
長さを測定して切断し、切断した木材を集積する作業を連続して行う機能を備えた車両。

性能林業機械の導入は昭和60年代に始まり、近年

では、路網を前提とする車両系のフォワーダ、プロ

セッサ、ハーベスタ＊29等を中心に増加しており、

令和元（2019）年度は合計で10,218台が保有され

ている（資料 特１－22）。

素材生産量全体のうち、高性能林業機械を活用し

た作業システムによる生産量の割合は向上してお

り、令和元（2019）年度には８割となっている。

高性能林業機械への投資額は大きなものとなるの

で、その稼働率を十分に高めることが資本効率の観

点からも望ましく、生産性の向上にも必要となる。

現に、生産性が高くなるにつれ、機械稼働率が

80％を超える林業経営体の割合が多くなっている

（資料 特１－23）。しかしながら、ハーベスタやプ

次世代型のハーベスタとフォワーダ導入による生産性向上事例 特－4

株式会社柴田産業（岩手県一
いち

戸
のへ

町
まち

）は、平成８（1996）年頃から高性能林業機械を導入して生産性の向上に取
り組んでおり、現在は、次世代型のハーベスタとフォワーダを組み合わせ、２台の機械と２人のオペレーターで
伐採から運材までを行う作業システムを構築している。
この作業システムは、登坂用のウインチを装備し最低地上高が680㎜のハーベスタと８輪駆動と前輪がリフ

トアップする機構を持つ大型フォワーダにより、急斜面や伐根等の影響を受けることなく林内で伐倒・造材や短
幹集材を行うものであり、高い生産性と安全性を両立している。
さらに、同社では林業機械のメンテナンス部門を有し、日常的な保守・点検に加え、油圧ホースの交換や電気

系統の故障等にも対応し、高稼働率を確保している。
この結果、素材生産の生産性は11～14㎥ /人日から28～45㎥ /人日とオーストリア並みに向上し、生産

コストについても、機械経費が従来型に比べ1.6倍となるものの、3,400～4,200円/㎥から2,800～3,800
円/㎥に改善されている。
　注：生産性・コストは路網作設を除く数値。
資料：林野庁「令和元年度林業機械化推進事例」

次世代型フォワーダ次世代型ハーベスタ
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ロセッサの稼働率の平均は55％程度にとどまって

いる。稼働率の向上には、施業地の計画的な確保及

び集約化、作業システムの選択、工程管理、路網整

備といった取組を積み重ねていく必要がある。

このうち、特に工程管理は、林業従事者の協力が

欠かせない。この点からも、生産性向上の果実の一

部を、森林所有者のほか、林業従事者にも賃金増と

して還元していくことが重要と考えられる。

一方、いわゆる自伐林家や自伐型林業を含め、事

業量の少ない林業経営体の場合、高性能林業機械を

導入しても稼働率を高めることは難しく、コストも

割高となる。このため、少ない木材生産量に合わせ

た設備投資の小さい作業システムを用いることが合

理的な選択となる。

（施業地の確保・集約化）

十分な事業量を確保しない状態では、高性能林業

機械の導入により個々の作業現場での生産性が向上

したとしても、稼働率が伸び悩み、１日当たりの生

産コストは高止まりする。このため、稼働日数の裏

付けとなる十分な事業量を確保していくことが重要

となる。

高性能林業機械の機械稼働率資料 特1－23

　注：生産性階層ごとのデータは、稼働率の高いプロセッサ、
ハーベスタを所有し、平成27（2015）年と平成30
（2018）年を比較できる835事業体で集計。

資料：林野庁業務資料
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高性能林業機械の保有台数の推移資料 特1－22

注１：林業経営体が自己で使用するために、当該年度中に保有した機械の台数を集計したものであり、保有の形態（所有、他からの借入、
リース、レンタル等）、保有期間の長短は問わない。

　２：平成10（1998）年度以前はタワーヤーダの台数にスイングヤーダの台数を含む。
　３：平成12（2000）年度から「その他の高性能林業機械」の台数調査を開始した。
　４：国有林野事業で所有する林業機械を除く。
資料：林野庁「森林・林業統計要覧」、林野庁ホームページ「高性能林業機械の保有状況」
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また、事業量が確保されたとしても、各々の作業

現場が小さく離れていれば、現場間の移動に手間・

経費を要するなど固定経費が嵩むため、生産性向上・

経費削減につながらない。事業地の団地化を図り、

一箇所当たりの施業面積を効率的な規模とするな

ど、森林施業の集約化も重要である。

＊30 森林情報の把握・整備を含め施業の集約化については、第Ⅱ章第１節（４）130-136ページを参照。
＊31 林内に点在している木材を林道端等に集める作業。

林業経営体が集約化に必要な森林情報を把握でき

るようにするため、国や地方公共団体は「森林整備

地域活動支援対策」や林地台帳の整備など様々な支

援を行っている＊30。

（作業システムの選択）

素材生産には、立木の伐倒（伐木）、木寄せ＊31、枝

自伐林家・自伐型林業の森林施業方法コラム

近年、自伐林家又は自伐型林業が、地域の森林整備や地域活性化の面から注目されている。自伐林家には明確
な定義はないが、保有山林において素材生産を行う家族経営体に近い概念と考えると、約6,600経営体であり、
我が国の素材生産量の約１割（年間約180万㎥）を生産している 。
さらに、森林を所有していない場合であっても、山林を借用し、又は施業を受託するなどして小規模な林業を

行う、いわゆる「自伐型林業」の取組も各地で進んでいる注。
この自伐林家又は自伐型林業には、週末ボランティアや木の駅プロジェクトに少量の木材を出すようなもの、

兼業、専業など、多様な林業経営の概念が含まれている。
主な作業システムとしては、伐採はチェーンソー、集材は①人力（滑車、ロープ等を使う場合もある）、②エン
ジン一体型のロープウインチ、③林内作業車によるウインチや軽架線を使う方法等があるが、NPO法人自伐型
林業推進協会は、本格的な施業を行う場合、作業道を敷設して、間伐生産した原木を２トントラックか１～３ト
ンの林内作業車で搬出・運搬するシステムを推奨している。１人当たりの施業面積は限られるが、複数の者が協
力することにより、より大きな面積の施業も可能となる。
同協会は、収入を向上させるためには丁寧な作業で森林を健全に維持していくことが必須条件であり、限られ

た森林から持続的に収入を得ていくためには、森林の成長量を越えない弱度な間伐生産を繰り返して、面積当た
りの蓄積量を増やしていく長伐期・択伐（多間伐）施業が肝要としている。さらに、壊れない作業道を敷設して
使い続けることにより採算性が高まるとしている。また、自伐林家の場合、自家労働を提供することにより収入
を得るため、施業を委託するよりも黒字化しやすい。
長伐期・択伐施業については、奈良県の吉

よし

野
の

林業や三重県熊
くま

野
の

市の「なすび伐り林業」等、古くからの林業地
や林家で行われており、吉野では、山守が山林所有者の森林を管理し、密植と弱度な間伐を繰り返し、長期にわ
たり優良材を生産してきた。同協会は、吉野の林家等からも学び、自然条件に合わせ、間伐等により林内に入る
風・雨・光をコントロールし、管理する森林の持続性を担保することが重要であるとしている。
　注：佐藤宣子 （2020） 地域の未来・自伐林業で定住化を図る , 一般社団法人全国林業改良普及協会 : 2.
資料：農林水産省「2015年農林業センサス」（組替集計）

間伐を４回実施した70年生の森林 間伐を６回実施した100年生超の森林
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特集１　森林を活かす持続的な林業経営

払い及び玉切り（造材）、林道沿いの土場への運搬（集

材）、椪
はい

積
づみ
＊32といった複数の工程がある。素材生産

の作業システムを考える際には、これらの工程につ

いて、①工程数を減らす、②各工程の生産性を高め

る、③工程間の連携をスムーズにする、④作業員の

数を必要最小限にするといった原則を元に考える必

要がある。

また、作業システムとしては、大きく分けて、林

内に路網を整備し、伐採、搬出等に車両系の林業機

械を用いて行う車両系作業システムと、伐採は人力

（チェーンソー）で行い、林内に架線を張り集材を行

う架線系作業システムとがある。一般に車両系作業

システムは架線系作業システムよりも生産性が高い

が、急峻
しゅん

な地形が多い我が国では架線系作業システ

ムが適した地域もある。このため、高性能林業機械

の導入に当たっては、各地域の地形、林況や路網の

状況、事業量に適した作業システムの選択が求めら

れる。

＊32 集材した丸太を同じ材積や同じ長さごとに仕分けして積む作業。

（作業日報を活用した工程管理）

一般に、作業システムの中で生産性の低い工程（ボ

トルネック）があると、その工程が足を引っ張り全

体の生産性の向上を妨げる。作業日報を活用し、工

程ごとの作業量を把握することで、生産性の低い工

程を見つけ出すことが可能となり、そこから全体の

作業効率を上げるための、機械や作業員の配置を工

夫することが可能となる。

例えば、造材が完了しているにもかかわらず、搬

出が終わっていない場合、造材の担当者が搬出も行

うといったように、柔軟に分担を見直すことで少な

い人数で生産量を上げることができる。生産の流れ

を止めない状況を作ることが重要であり、そのため

に従事者が様々な機械を扱える「多能工」化するこ

とも様々な林業経営体で取り組まれている（事例 特

－５）。

また、チェーンソーによる伐倒、グラップルによ

る木寄せ、プロセッサによる造材を行う場合は、プ

生産性とコストの関係コラム

生産性の向上によるコスト削減は、直接的には事業者の収益となるが、これを原資として自らの事業利益、作
業員の賃金、山元立木価格を向上させることが可能となる。
平成30（2018）年に林野庁が委託事業で作成した「生産性向上ガイドブック」では、生産性が７㎥ /人日から

10㎥ /人日に上がった場合を試算しており、この試算例では、作業員の賃金を上げつつ、生産費の削減1,600
円/㎥について、事業利益に470円/㎥、立木価格に1,130円/㎥を配分している（左図）。
ここで生産性とコストの関係を考えると、１㎥当たりのコストは、１日当たりの経費を生産性で割ったもので

ある。稼働率を一定とし、１日当たりの減価償却費等の経費を固定して考えて試算した場合に、生産性とコスト
の関係は双曲線のグラフとなり、生産性が向上すればコストは下がる（右図）。
また、生産性が低い場合は双曲線が立っており、生産性向上によるコスト低減効果が大きい。生産性が低い場

合はコストの変動が大きく経営が安定しない状態であり、高生産性ではコスト変動が少なくなるために経営が安
定するということも読み取れる。この高生産性の段階に移行することが重要である。
資料：林野庁「生産性向上ガイドブック」（平成30（2018）年）


